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諮 問 第 1 1 8 1 号  

令 和 元 年 ５ 月 3 1 日 

情報通信行政・郵政行政審議会 

会長 多賀谷 一照 殿 

総務大臣 石田 真敏 

諮 問 書 

 消費税率（地方消費税率を含む。）が８％から 10％に引き上げられるこ

とに伴い、郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）第 67 条第２項第３号及び

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第

16条第２項第２号の規定に基づき、郵便法施行規則（平成 15年総務省令

第５号）及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則（平成

15年総務省令第 27号）の一部を、別添のとおり改正することといたした

い。 

上記について、郵便法第 73条第２号及び民間事業者による信書の送達

に関する法律第 38条第１号の規定に基づき、諮問する。 

印
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○
総
務
省
令
第

号

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
郵
便
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（別添）
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改

正

後

改

正

前

（
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
）

（
定
形
郵
便
物
の
料
金
の
上
限
）

第
二
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十
四
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十
二
円
と
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

日
本
郵
便
株
式
会
社
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
郵
便
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
に
関
す
る
料
金
（
実
施
期
日
が
施
行
日
以
後

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
又
は
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
総
務
省
令
第

号

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
に
適
合
す
る
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
信
書
便
物
の
料
金
上
限
の
額
）

（
大
き
さ
及
び
形
状
の
基
準
に
適
合
す
る
二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
信
書
便
物
の
料
金
上
限
の
額
）

第
二
十
三
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十
四
円
と
す
る
。

第
二
十
三
条

法
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
八
十
二
円
と
す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

一
般
信
書
便
事
業
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送

達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
役
務
に
関
す
る
料
金
（
実
施
予
定
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
定
め
又
は
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による 

信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要 

 

１ 改正の背景 

令和元年 10月１日から消費税率（地方消費税率を含む。以下同じ。）が８％

から 10％に引き上げられることに伴い、公共料金等の改定申請がなされる場

合には、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本として対処することが政府方針

とされており（平成 25年８月１日 物価担当官会議申合せ、一部改正 平成

30年 12月 27日）、郵便料金についても政府の方針に従い、消費税率引上げ分

を適正に転嫁できるよう対応することとする。 

郵便料金は、郵便物の種別に応じ、第一種郵便物（封書）・第二種郵便物（葉

書）は届出制、第三種郵便物（定期刊行物）・第四種郵便物（通信教育等）は

認可制とされているが、第一種郵便物のうち 25グラム以下の定形郵便物につ

いては、郵便法施行規則で定める上限料金（現行 82円）を超えてはならない

こととされている。 

このため、郵便料金全体に消費税率引上げ分を円滑かつ適正に転嫁できる

よう、郵便法施行規則で定める上限料金を改正する等所要の措置を講ずる必

要がある。 

 

２ 改正の概要 

（１）郵便法施行規則の改正 

第一種郵便物のうち 25グラム以下の定形郵便物の上限料金の額は、軽量

の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民

の負担能力、物価その他の事情を勘案して、現行は「82 円」と規定されて

いる（第 23 条）。当該上限料金の額について、今般の消費税率引上げ分を

適正に転嫁できるよう、「84円」に改正する。 

82円（現行）×110/108（消費税率引上げ分）＝84円（１円未満四捨五入） 

（２）民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の改正 

一般信書便役務のうち 25グラム以下の信書便物の上限料金の額について、

軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、

国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して、現行は定形郵便物の上限

料金の額と同額の「82円」と規定されている（第 23条）ことから、上記の

定形郵便物の上限料金の額の改正にあわせて、「84円」に改正する。 

 

３ 施行期日 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律（平成 24 年法律第 68 号）附則第１条第２号

に掲げる規定の施行の日から施行する。 
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「郵便法施行規則の一部を改正する省令案及び民間事業者による信書の送達

に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の意見募集おいて提出された

意見及びそれらに対する考え方 

 

意見提出期間：平成 31年４月６日（土）から令和元年５月 10日（金）まで 

提出された意見の件数：９件 

※その他、案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが１件ありま

した。 

 

番

号 

提出された意見 意見に対する考え方 意見を踏まえた

案の修正 

1 本改正案について、改正の理由は妥当であ

り、本改正案に反対する理由はありません。 

しかしながら、外国には日本の内国郵便料金

よりも低額の国際郵便料金を設定している国

もあり(例:大韓民国の 30g 以下の書状の国際

航空郵便料金 690ウォン≒69円<改正案の日本

の第一種郵便物料金 25g 以下 84 円)、その内

外価格差を利用した外国の日本向け広告郵便

物事業者に顧客を奪われ、日本の郵便事業者

(日本郵便)の営業機会の逸失が広がる(更に言

えば、当該国の収益拡大=日本側の一方的損失

に繋がる)のではないかと懸念します。 

実際にアメリカ合衆国のトランプ大統領は万

国郵便連合からの離脱を示唆しており、その理

由として中華人民共和国との郵便料金の不均

衡を挙げているとの報道があります。郵便料金

の内外価格差の不均衡是正について政府とし

て積極的関与を求めます。 

付言しますが、日本郵便は国際文通週間、あ

るいは国際グリーティングとして内国郵便料

金と国際郵便料金の差額の特殊切手(昨年は 8

円)を発行しています。報道によると今般の改

正に伴い、書状の料金を 82 円から 84円、葉書

のそれは 62 円から 63 円に改定されるとのこ

とです。日本郵便におかれては、この差額切手

の継続的な発行、とりわけ料金改定に伴う不均

衡が生じない額面での発行を願います。 

本改正案に賛成の御意

見として承ります。 

また、日本郵便株式会社

における内国郵便料金と

国際郵便料金の差額切手

の継続的な発行に係る御

意見については、本改正案

が郵便料金に消費税率引

上げ分を適正かつ円滑に

転嫁できるようにするた

めのものですので、今後の

参考意見として承ります。 

なお、郵便料金の内外価

格差の不均衡是正に係る

御意見につきましては、本

改正案に対する直接の御

意見ではないため、参考意

見として承ります。 

万国郵便条約第 12 条に

おいて、ご指摘のような内

外価格差を利用して外国

から差し出された通常郵

便物について、日本郵便は

日本国内での配達義務を

負わず、差出国の郵便事業

者が内国料金との差額を

支払わない場合返送する

なし 
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番

号 

提出された意見 意見に対する考え方 意見を踏まえた

案の修正 

 

《個人》 

ことができるとされてお

ります。 

2 郵便切手は 非課税であるべきです。 新聞は

軽減税率なのに、なぜでしょうか。 国民生活

に大きく関わり 企業活動にも使われる大切な

国民サービスです。 消費税導入前の 40円／

60円に戻すべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《匿名》 

 郵便に対する消費税は、

消費税導入時より、郵便の

役務の段階で課税するこ

ととされています。また、

税込の料金分の郵便切手

を貼付して差し出すこと

ができることとなってお

ります。 

なお、消費税法第６条及

び別表第１第４号の規定

により、郵便料金の納付に

使用する郵便切手類の購

入そのものに対しては非

課税となっております。 

なし 

3 今回の値上げは消費税増という外部要因で

あり、郵便制度維持の重要性を考えれば妥当だ

と思います。 

《個人》 

本改正案に賛成の御意

見として承ります。 

なし 

4 参考資料にもあるとおり、郵便料金は、年賀

はがきも含めて、近年、値上げを繰り返してい

る。なお、土曜日の配達をとりやめることも検

討してゆくとの報道もある。そのような、値上

げとサービスの低下がどんどんとすすむ中、値

段だけはしっかりとあげようとする動きは言

語道断であり、断固反対である。まず、コスト

削減に努めるべきだ。 

《匿名》 

消費税については、政府

全体の方針として、円滑か

つ適正な転嫁を基本とし

て対処することとされて

います。今回の上限料金の

改正は、そのために必要な

措置を講ずるものである

と考えます。 

なし 

5 封書、葉書の値上げは消費税増税分の転嫁と

してやむを得ないことではありますが、葉書の

値上げが行われてまだ日が浅く、普段使用しな

ければ今料金が何円なのか把握することも難

しくなるかと思います。将来また諸コストの転

嫁のために値上げが行われることも十分に考

えられるので、あまり頻繁に上げられると現在

所有している切手にまた差額を足さなければ

本改正案に賛成の御意

見として承ります。 

また、無額面切手、永久

保証切手に係る御意見に

つきましては、本改正案に

対する直接の御意見では

ないため、参考意見として

承ります。 

なし 
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番

号 

提出された意見 意見に対する考え方 意見を踏まえた

案の修正 

ならないと頭を悩ませております。今後の値上

げを想定してみると、わが国でも諸外国の一部

で発行されている「無額面切手」「永久保証切

手」と呼ばれる切手の発行が行われればその煩

雑さを緩和することができるのではないかと

思います。 

また、一つ危惧していることがあります。将

来また何らかの形で転嫁する必要性が出た時、

次もまた省令の改正をもって改訂を行うので

しょうが、「国民の負担能力」は向上している

とも言えず、転嫁され続けていけば将来的には

「国民生活において果たしている役割」を担え

なくなる可能性もあるように思います。あまり

計算上の額そのままに設定するべきではない

のではないでしょうか。 

《個人》 

なお、消費税について

は、政府全体の方針とし

て、円滑かつ適正な転嫁を

基本として対処すること

とされており、そのために

必要な措置を講ずるもの

であると考えます。 

6 消費増税に伴う料金変更に反対します。消費

税制導入後その都度変更されてきていますが、

増税比率を上回る繰り上げ改定がいつも行わ

れており、わずかな比率ながらも便乗的な印象

があります。また平成 6 年には 30％弱の大幅

な値上げがされていることを忘れてはならな

い。このときの激変緩和のためにも増税イコー

ル値上げで望むのではなく、信書市場に競争原

理がないことの弊害と認識されないよう今回

は自粛する姿勢を見せてもらいたい。端数の切

手の取り扱いや購入済みの切手等で混乱が起

きることも前回証明済みです 

《匿名》 

消費税については、政府

全体の方針として、円滑か

つ適正な転嫁を基本とし

て対処することとされて

います。今回の上限料金の

改正は、そのために必要な

措置を講ずるものである

と考えます。 

なし 

7 郵便サービスは公共性の高いサービスであ

り、郵便料金の改定を行うことは、国民生活、

企業活動等に少なからず影響を及ぼすものと

認識している。 

一方で、郵便の減少傾向は残念ながら続いて

いるが、配達箇所数の増加や、対面配達を要す

る郵便物は増加傾向にあり、再配達となるケー

本改正案に賛成の御意

見として承ります。 

なし 
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番

号 

提出された意見 意見に対する考え方 意見を踏まえた

案の修正 

スも増加するなど、配達業務に係る負担は増大

している。そして、それは営業費用の増大にも

つながっている。 

こうした営業費用の増大への対応は料金改

定に依ることなく、郵便の基本料金は消費税引

上げに伴う料金改定を除き、実質的に１９９４

年以降据え置いたままである。そのため、ＪＰ

労組も、会社による利用者目線に立ったサービ

スの開発・改善に積極的にかかわるとともに、

労働組合の立場から現場で働く者の意見を集

約し、ＢＰＲに関する具体的な提言を行うな

ど、労使で連携して生産性の向上に取り組むな

どしてきた。さらには、営業費用のうち比較的

多くの割合を占める正社員の賃金水準も抑制

的に推移させてきた。つまり、こうした取り組

みにより、何とか一定の営業利益を確保してき

た状況にある。 

そもそも、郵便料金は法律により「郵便事業

の能率的な経営の下における適正な原価を償

い、かつ、適正な利潤を含むものでなければな

らない」とする総括原価方式をとることが定め

られており、すなわち大幅な利潤を得られるよ

うな料金とはなっていない。その上で、２０年

前と比べて現在の配達業務に係る負担が増大

しているなか、実質的に据え置かれている郵便

の基本料金が、適正な原価を償い、適正な利潤

を含む郵便の基本料金となっているとは考え

にくい。私たちは、まずはそのために郵便の基

本料金の引上げをはかるべきと考えるが、現在

の郵便の利用動向等からも料金の値上げはさ

らなる利用減少を招くリスクを高めるものと

認識せざるを得ず、慎重に検討を進める必要が

あると考えている。 

しかし、郵便の減少傾向は今後も続くと想定

され、荷物等を除いた郵便事業単体では、２０

１９年度はマイナス５０億円、２０２０年度は

12



番

号 

提出された意見 意見に対する考え方 意見を踏まえた

案の修正 

マイナス３７０億円の収支見通しとなってい

る。そうした状況の下、今回提案されている郵

便料金の改定が行われないとすれば、さらに営

業損益は悪化する。 

よって、今回提案されている郵便料金の改定

は、「税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本とし

て対処する」との政府方針を踏まえたものであ

り必要最低限の料金改定であることから、案の

とおり措置を講じるべきと考える。 

《日本郵政グループ労働組合》 

8 特段の反対は無い。 

《個人》 

本改正案に賛成の御意

見として承ります。 

なし 
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郵
便
法

施
行

規
則

の
一

部
を
改
正

す
る
省
令
案
及
び

民
間
事

業
者

に
よ
る
信

書
の

送
達

に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

の
一

部
を
改

正
す
る
省

令
案

説
明

資
料

14



消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
関
す
る
政
府
方
針

消
費
税

率
引
上
げ
に
伴

う
公

共
料

金
等

の
改
定

に
つ
い
て

（
平
成

2
5
年

８
月

１
日

物
価
担
当
官
会
議
申
合
せ

一
部
改
正

平
成

3
0
年

1
2
月

2
7
日
）

１
．
消

費
税
率
の

引
上

げ
に
伴

い
、
公

共
料
金
等

の
改
定

申
請
が

な
さ
れ
る
場
合

に
は

、
税

負
担

の
円

滑
か

つ
適

正
な
転

嫁
を
基
本
と
し
て
対
処

す
る
。
そ
の

際
に
は
、
公
共
料

金
等
が

物
価
及
び
国
民
生

活
に
大

き
な
影

響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
鑑

み
、

厳
正
に
取
り
扱

う
。

２
．
消

費
税
率
引
上

げ
に
伴

う
税

負
担

の
転

嫁
と
併
せ

て
、
税
負

担
以
外

の
費
用

の
変

化
等

に
よ
る
公

共
料

金
等

の
改

定
申
請
が
な
さ
れ

る
場

合
に
は

、
個

別
案
件

ご
と
に
厳
正

に
対

処
す
る
。
そ
の

際
に
は
、
公

共
料

金
等

の
特

性
に
応

じ
、
可

能
な
場
合
に
は
、
事

業
全

体
又

は
料

金
体
系

全
体
と
し
て
、
税
負

担
の
転

嫁
に
係

る
改
定

分
と
、
そ
れ

以
外

の
要

因
に
よ
る

改
定
分
と
を
区

別
し
て
公

表
す
る
等

、
利

用
者
等

の
十
分

な
理
解
が

得
ら
れ

る
よ
う
に
努

め
る
。

３
．
端

数
処
理
は
、
合

理
的

か
つ
明

確
な
方
法

に
よ
り
行

う
。
ま
た
、
事
業

全
体
又

は
料

金
体

系
全

体
で
消

費
税

率
引

上
げ
に

伴
う
税
負

担
の
適

正
な
転

嫁
を
行

う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
個
別
の
公

共
料
金

等
の

改
定

率
に
差

を
設

け
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
利
用
者
負
担
の
公

平
及

び
原

価
主

義
の
観
点
か

ら
、
合
理
的

な
限

度
を
超
え
な
い
範

囲
で
調

整
す
る
。

４
．
消

費
税
率
の
引

上
げ
に
伴

う
公

共
料
金

等
の
改

定
に
つ
い
て
は

、
消
費

税
率
引

上
げ
の

適
用

日
以

降
に
行

う
こ
と
を

基
本
と
す
る
が

、
消

費
税

率
引

上
げ
に
よ
る
各
事
業

分
野

に
お
け
る
需

要
変
動

の
平

準
化

を
図

る
た
め
に
必

要
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は

、
合

理
的

な
範

囲
内

に
お
い
て
、
こ
れ

を
前

倒
し
し
て
行

う
こ
と
も
妨

げ
な
い
。

５
．
消

費
税
率
引
上

げ
に
伴

う
税

負
担

の
転

嫁
の
た
め
の

公
共
料

金
等
の

改
定
申

請
に
係

る
手

続
に
つ
い
て
は

、
通

常
必

要
と
な
る
申
請
書
類

・
審

査
基

準
に
つ
い
て
、
適

切
な
情
報

を
広

く
一
般

に
提

供
す
る
よ
う
努

め
つ
つ
、
そ
の

運
用

を
で
き
る

限
り
簡
素
化
す
る
な
ど
、
事

業
者

の
負

担
軽
減

を
図

る
。
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郵
便
料
金
の
改
定
手
続
・
適
合
条
件

種
別

届
出

・
認
可
の
別

料
金

が
適

合
す
べ

き
条

件
（郵

便
法
第

67
条
）

料
金

の
上

限
そ
の
他

第
一

種
郵

便
物

（
封

書
）

届
出
制

・
25

g 以
下

の
定

形
郵

便
物

の
料

金
の

額
が

、
軽

量
の

信
書

の
送

達
の

役
務

が
国

民
生

活
に
お

い
て
果

た
し
て
い
る
役

割
の

重
要

性
、
国

民
の

負
担

能
力

、
物

価
そ
の

他
の

事
情

を
勘

案
し
て

総
務

省
令

で
定

め
る
額

（
※

）
を
超

え
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と

※
省

令
の

制
定

改
廃

に
当

た
っ
て
は

審
議

会
へ

の
諮

問
が
必
要
。
今

般
「
8
2
円
」
か
ら
「
8
4
円
」
に
改
正
。

・
郵

便
書

簡
の

料
金

の
額

が
定

形
郵

便
物

の
料

金
の

額
の

う
ち
最

も
低

い
も
の

よ
り
低

い
も
の

で
あ
る
こ
と

・
郵

便
事

業
の

能
率

的
な
経

営
の

下
に
お
け
る

適
正

な
原

価
を
償

い
、
か

つ
適

正
な
利

潤
を
含

む
も
の
で
あ
る
こ
と

・
配

達
地

に
よ
り
異

な
る
額

が
定

め
ら
れ

て
い
な

い
こ
と
（
会

社
の

一
の

事
業

所
に
お
い
て
そ
の

引
受

及
び

配
達

を
行

う
郵

便
物

の
料

金
を
除

く
）

・
定

率
又

は
定

額
を
も
っ
て
明

確
に
定

め
ら
れ

て
い
る
こ
と

・
特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す

る
も
の
で
な
い
こ
と

第
二

種
郵

便
物

（
葉

書
）

・
通

常
葉

書
の

料
金

の
額

が
定

形
郵

便
物

の
料

金
の

額
の

う
ち
最

も
低

い
も
の

よ
り
低

い
も
の

で
あ
る
こ
と

第
三

種
郵

便
物

（
定

期
刊
行

物
）

認
可
制

※
認

可
に

当
た
っ
て

は
審

議
会

へ
の

諮
問
が
必
要

・
同

一
重

量
の

第
一

種
郵

便
物

の
料

金
の

額
よ

り
低

い
も
の

で
あ
る
こ
と

・
配

達
地

に
よ
り
異

な
る
額

が
定

め
ら
れ

て
い
な

い
こ
と
（
会

社
の

一
の

事
業

所
に
お
い
て
そ
の

引
受

及
び

配
達

を
行

う
郵

便
物

の
料

金
を
除

く
）

・
定

率
又

は
定

額
を
も
っ
て
明

確
に
定

め
ら
れ

て
い
る
こ
と

・
特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す

る
も
の
で
な
い
こ
と

第
四

種
郵

便
物

（
通

信
教
育

等
）

※
一

般
信
書

便
役
務

の
う
ち
、

25
g以

下
で
定
形
郵
便
物
と
同

等
の

大
き
さ
及

び
形

状
の
信

書
便

物
に
つ
い
て
は
、
民
間

事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
お
い
て
、

定
形

郵
便

物
の

上
限

料
金

の
額
と
同
額
の
「

82
円
」
と
規
定

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
上
記

の
定
形

郵
便
物

の
上
限

料
金
の

額
の
改
正
に
あ
わ
せ
て
、
「8

4円
」
に
改
正
。
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参
考

条
文

（
郵

便
法
等

）

◎
郵
便
法

（
昭
和

二
十

二
年

法
律

第
百

六
十

五
号

）
第

三
条

（
郵

便
に

関
す

る
料

金
）

郵
便

に
関

す
る

料
金

は
、

郵
便

事
業

の
能

率
的

な
経

営
の

下
に

お
け

る
適

正
な

原
価

を
償

い
、

か
つ

、
適

正
な

利
潤

を
含

む
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

（
料

金
）

第
六

十
七

条
会

社
は

、
総

務
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

郵
便

に
関

す
る

料
金

（
第

三
項

の
規

定
に

よ
り

認
可

を
受

け
る

べ
き

も
の

及
び

第
五

項
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

る
べ
き
も

の
を
除

く
。

）
を

定
め

、
あ

ら
か

じ
め

、
総
務

大
臣
に

届
け
出

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

こ
れ
を

変
更
し

よ
う

と
す

る
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。
２

前
項
の
料

金
は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る
も

の
で
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

一
郵
便
事

業
の
能

率
的

な
経

営
の

下
に

お
け

る
適

正
な
原

価
を
償

い
、
か

つ
、
適

正
な
利

潤
を
含

む
も
の

で
あ
る

こ
と

。
二

第
一
種

郵
便

物
及

び
第

二
種

郵
便

物
の

料
金

の
額
が
配

達
地
に

よ
り
異

な
る
額

が
定
め

ら
れ
て

い
な
い

こ
と
（

会
社

の
一

の
事

業
所

に
お

い
て

そ
の

引
受

け
及
び
配

達
を

行
う

郵
便

物
の

料
金

を
除

く
。

）
。

三
第

一
種

郵
便

物
（

郵
便

書
簡

を
除

く
。

第
四
項

第
二
号

に
お
い

て
同
じ

。
）
の

う
ち
大

き
さ
及

び
形
状

が
総
務

省
令

で
定

め
る

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
つ
て
、

そ
の

重
量

が
二

十
五

グ
ラ

ム
以

下
の

も
の
（
次

号
に
お

い
て
「

定
形
郵

便
物
」

と
い
う

。
）

の
料
金
の

額
が
、

軽
量

の
信

書
の

送
達

の
役

務
が

国
民
生
活

に
お

い
て

果
た

し
て

い
る

役
割

の
重
要

性
、
国

民
の
負

担
能
力

、
物
価

そ
の
他

の
事
情

を
勘
案

し
て

総
務

省
令

で
定

め
る

額
を

超
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ
と

。
四

郵
便
書

簡
及

び
通

常
葉

書
の

料
金

の
額

が
定

形
郵
便
物

の
料
金

の
額
の

う
ち
最

も
低
い

も
の
よ

り
低
い

も
の
で

あ
る

こ
と

。
五

国
際
郵

便
に

関
す

る
料

金
の

額
が

郵
便

に
関

す
る
条
約

の
規
定

に
適
合

す
る
も

の
で
あ

る
こ
と

。
六

定
率
又

は
定

額
を

も
つ

て
明

確
に

定
め

ら
れ

て
い
る
こ

と
。

七
特
定
の

者
に

対
し

不
当

な
差

別
的

取
扱

い
を

す
る
も
の

で
な
い

こ
と
。

３
会

社
は

、
第
三
種

郵
便

物
及

び
第

四
種

郵
便

物
の

料
金
を

定
め
、

総
務
大

臣
の
認

可
を
受

け
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
こ

れ
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

も
、
同

様
と

す
る

。
４

総
務
大
臣

は
、

前
項

の
認

可
の

申
請

が
次

の
各
号

の
い
ず

れ
に
も

適
合
し

て
い
る

と
認
め

る
と
き

で
な
け

れ
ば
、

同
項

の
認

可
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

一
配
達
地

に
よ

り
異

な
る

額
が

定
め

ら
れ

て
い

な
い
こ
と

（
会
社

の
一
の

事
業
所

に
お
い

て
そ
の

引
受
け

及
び
配

達
を

行
う

郵
便

物
の

料
金

を
除

く
。

）
。

二
同
一
重

量
の

第
一

種
郵

便
物

の
料

金
の

額
よ
り

低
い
も

の
で
あ

る
こ
と

。
三

定
率
又

は
定

額
を

も
つ

て
明

確
に

定
め

ら
れ

て
い
る
こ

と
。

四
特
定
の

者
に

対
し

不
当

な
差

別
的

取
扱

い
を

す
る
も
の

で
な
い

こ
と
。

５
会

社
は

、
総

務
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

郵
便

に
関

す
る

料
金

（
第

一
種

郵
便

物
、

第
二

種
郵

便
物

、
第

三
種

郵
便

物
及

び
第

四
種

郵
便

物
の

料
金

を
除

き
、

郵
便

事
業

の
収

入
に

与
え

る
影

響
が
軽

微
な

料
金

の
う

ち
総

務
省

令
で

定
め

る
料

金
に

限
る

。
）

を
定

め
、

あ
ら

か
じ

め
、

又
は

そ
の

実
施

後
遅

滞
な

く
、

総
務

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
こ

れ
を

変
更

す
る

と
き

も
、

同
様
と

す
る
。

６
第

二
項
（

第
一
号

か
ら

第
四

号
ま

で
を

除
く

。
）

の
規
定

は
、
前

項
の
料

金
に
つ

い
て
準

用
す
る

。
７

（
略
）

（
審

議
会
等

へ
の
諮

問
）

第
七

十
三

条
総

務
大

臣
は

、
次

に
掲

げ
る

場
合

に
は

、
審

議
会

等
（

国
家

行
政

組
織

法
（

昭
和

二
十

三
年

法
律

第
百

二
十

号
）

第
八

条
に

規
定

す
る

機
関

を
い

う
。

）
で

政
令

で
定
め
る

も
の
に

諮
問

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
第
六
十

七
条

第
三

項
、

第
六

十
八

条
第

一
項

又
は
第
七

十
条
第

一
項
の

規
定
に

よ
る
認

可
を
し

よ
う
と

す
る
と

き
。

二
第
六
十

七
条

第
二

項
第

三
号

又
は

第
七

十
条
第

三
項
第

二
号
か

ら
第
四

号
ま
で

の
総
務

省
令
を

制
定
し

、
又
は

改
廃

し
よ

う
と

す
る

と
き
。

三
第
七
十

一
条

の
規

定
に

よ
る

命
令

を
し

よ
う

と
す
る
と

き
。

◎
郵

便
法

施
行
規
則

（
平

成
十

五
年

総
務

省
令

第
五

号
）

（
定

形
郵
便

物
の

料
金

の
上

限
）

第
二
十

三
条

法
第
六

十
七

条
第

二
項

第
三

号
の

総
務

省
令
で

定
め
る

額
は
、

八
十
二

円
と
す

る
。
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参
考
条
文
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法

律
等

）

◎
民
間

事
業

者
に
よ

る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律

（
平
成

十
四

年
法

律
第
九

十
九
号
）

（
料
金

）
第

十
六
条

一
般

信
書
便
事
業
者
は
、
総
務
省

令
で
定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
り

、
一
般
信

書
便

役
務

に
関
す

る
料
金
（
一
般
信
書
便
役
務
に
係
る
信
書
便
物
の
送
達

の
料
金

以
外
の

料
金
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め

る
料
金

を
除

く
。

第
二
十

七
条
第
二

号
に

お
い

て
同
じ

。
）
を
定

め
、
あ
ら

か
じ
め
、
総
務
大

臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き

も
、

同
様
と
す
る

。
２

前
項

の
料
金

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
適
合
す

る
も

の
で

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

一
配

達
地
に
よ
り
異
な
る
額
が
定
め
ら
れ
て

い
な
い

こ
と

（
一

般
信
書

便
事
業
者

の
一

の
事

業
所
に

お
い
て
そ
の
引
受
け
及
び
配
達
を
行
う
信
書
便
物
に
係

る
料

金
を
除

く
。
）
。

二
大

き
さ
及
び
形
状
が
総
務
省
令
で
定
め
る

基
準
に

適
合

す
る

信
書
便

物
で
あ
っ

て
、

そ
の

重
量
が

二
十
五
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
係
る
料
金
の
額
が
、

軽
量
の

信
書
の

送
達
の
役
務
が
国
民
生
活
に
お

い
て
果

た
し

て
い

る
役
割

の
重
要
性

、
国

民
の

負
担
能

力
、
物
価
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で

定
め
る

額
を
超

え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
定

率
又
は
定
額
を
も
っ
て
明
確
に
定
め

ら
れ
て
い

る
こ

と
。

四
特

定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱

い
を
す
る

も
の

で
な

い
こ
と

。

（
審
議

会
等
へ
の
諮
問
）

第
三

十
八

条
総

務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、

審
議

会
等

（
国
家
行
政
組
織
法

（
昭
和

二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い

う
。
）

で
政
令

で
定
め
る
も
の
（
次
条
第
二
項

に
お
い

て
「

審
議

会
等
」

と
い
う
。

）
に

諮
問

し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第

二
条
第
四
項
第
二
号
、
同
条
第
七
項

第
三
号
、

第
九

条
第

二
号
又

は
第

十
六

条
第

二
項

第
二
号

の
総
務
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る

と
き

。
二

第
六

条
若

し
く
は
第
二
十
九
条
の
規
定
に

よ
る

許
可

又
は

第
十

二
条

第
一

項
（

第
三

十
四

条
に

お
い

て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、

第
十
七
条
第
一
項
、

第
二

十
二
条

第
一
項
（
第
三
十
四
条
に
お
い

て
準
用

す
る

場
合

を
含
む

。
）
若
し

く
は

第
三

十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三
第

二
十
七
条
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る

場
合

を
含

む
。
）

の
規
定
に

よ
る

命
令

を
し
、

又
は
第
二
十
八
条
第
一
号
（
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す

る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
取

消
し

を
し

よ
う
と

す
る
と
き

。
四

第
三

十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
準
信

書
便
約

款
を

制
定

し
、
又

は
改
廃
し

よ
う

と
す

る
と
き

。

◎
民

間
事
業

者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法

律
施
行
規

則
（

平
成
十
五
年

総
務
省
令

第
二

十
七

号
）

（
定
形

郵
便
物
の
料
金
の
上
限
）

第
二

十
三

条
法
律
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の

総
務
省

令
で

定
め

る
額
は

、
八
十
二
円

と
す
る

。
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主
な
郵

便
料

金
の
推
移

第
一
種
（
封
書
）

第
二
種

備
考

定
形

通
常
葉
書

～
25

g
～

50
g

昭
和
５
６
．
１
．
２
０
～

60
円

70
円

30
円

昭
和
５
６
．
４
．
１
～

↓
↓

40
円

平
成
元
．
４
．
１
～

62
円

72
円

41
円

消
費
税
３
％
導
入

平
成
６
．
１
．
２
４
～

80
円

90
円

50
円

平
成
９
．
４
．
１
～

↓
↓

↓
消
費
税
５
％
に
引
上
げ

平
成
２
６
．
４
．
１
～

82
円

92
円

52
円

消
費
税
８
％
に
引
上
げ

平
成
２
９
．
６
．
１
～

↓
↓

62
円

年
賀
は
が
き
の
値
上
げ

は
平
成

30
年
５
月

国
営
時

代
（
郵
政

省
）

民
営

化
時

代
（
日
本

郵
便

株
式

会
社

）
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試
算
と
し
て
、

2
0
17
年

度
の
郵

便
物
数

を
基
準

と
し
、

20
1
7年

６
月
の
第
二
種
郵
便
物
及
び

定
形
外
郵
便

物
の

料
金

並
び
に

2
01

9
年
用

年
賀
の

料
金
改

定
を
踏
ま
え
、
消
費
税
引
上
前

時
点
で
の
営

業
収

益
＝
約

1.
4
兆

円
（
税
込

み
）を

算
出

。

こ
の

1
.4
兆
円
は

消
費

税
８
％
分

が
含

ま
れ

て
い
る
こ
と
か

ら
、
消
費
税
率
を
２
％
引
き
上
げ

る
こ
と
に
伴

う
郵

便
事

業
の

税
負

担
増

加
額
は

以
下
の

と
お
り
約

26
0億

円
と
な
る
。

消
費

税
引
上
げ
に
伴
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
税
負
担
増
加
額

う
ち
消
費
税
分

約
10

30
億

う
ち
消
費
税
分

約
12

90
億

営
業

収
益

約
1.

4兆
円

(消
費
税
込
の

額
。

20
17

年
物
数
ベ
ー
ス
で
試

算
)

消
費
税
率

８
％
時

消
費
税
率

10
％
時

消
費

税
引
上
げ
に
伴

い
新

た
に
負
担
す
る

消
費

税
約

26
0億

円
（
②

－
①
）

1.
4兆

円
×

8 10
8

①

1.
4兆

円
×

10 10
8

②

税
負

担
増
加
額

の
イ
メ
ー
ジ
図
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（
参
考
）
引
受
郵
便
物
数
の
推
移

25
.3

 
24

.3
 

23
.5

 
22

.4
 

21
.0

 

66
.4

 
64

.0
 

63
.2

 
62

.8
 

62
.2

 

85
.7

 
85

.3
 

84
.6

 
84

.1
 

81
.0

 

18
5.

7 
18

1.
9 

18
0.

3 
17

7.
3 

17
2.

2 

05010
0

15
0

20
0

25
年
度

26
年
度

27
年
度

28
年
度

29
年
度

第
一
種
（
封
書
）

第
二
種
（
葉
書
）

第
三
種
（
定
期
刊
行
物
）

第
四
種
（
通
信
教
育
等
）

年
賀

選
挙

特
殊
（
書
留
、
速
達
等
）

国
際

（
億
通
）

（
▲

1.
5%

）
（
▲

2.
1%

）
（
▲

0.
9%

）
（
▲

1.
7%

）
（
▲

2.
9%

）
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（
参
考
）
郵
便
事
業
の
収
支
の
状
況
（
2
0
1
7
年
度
）

郵
便
物
の
種
類
等

営
業
収
益

営
業
費
用

営
業
損
益

内
国
郵
便
業
務

12
,6

41
12

,5
32

10
9

第
一
種
郵
便
物

（
封

書
）

6,
64

8
6,

58
1

67

第
二
種
郵
便
物

（
は
が
き
）

4,
03

1
4,

11
9

△
88

第
三
種
郵
便
物

（
雑

誌
、
新

聞
）

90
15

1
△

61

第
四
種

郵
便
物

（
通

信
教

育
等

）
7

17
△

10
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
取
扱
と
し
た

郵
便
物

1,
05

6
1,

00
1

54
法
第
四
十
四
条
第
ニ
項
に
規
定
す
る
特
殊
取
扱
と
し
た

郵
便
物

81
0

66
3

14
6

国
際
郵
便
業
務

99
6

86
3

13
3

通
常
郵
便
物

22
3

24
2

△
19

小
包
郵
便
物

23
4

18
9

45

E
M

S
郵
便
物

53
9

43
2

10
7

合
計

13
,6

37
13

,3
95

24
1

注
：
単

位
は
億
円
。
記
載
金
額
は
、
単
位
未

満
を
四
捨

五
入
し
て
表
示

（
参

考
）

・
法

第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

殊
取
扱

と
し
た
郵

便
物

と
は
、
書

留
、
引
受

時
刻
証

明
、
配

達
証
明
、
内
容
証
明
及
び
特
別
送
達
の
特
殊
取
扱

と
し
た
郵
便
物
。

・
法

第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特

殊
取
扱

と
し
た
郵

便
物

は
、
上

記
以

外
の
特

殊
取
扱

（
速

達
等

）
と
し
た
郵
便
物
。
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15
,2

46
 

15
,0

23
 

14
,4

11
 

13
,7

93
 

13
,3

43
 

13
,1

31
 

12
,9

98
 

13
,1

74
 

13
,5

52
 

13
,4

24
 

13
,6

37
 

13
,3

02
 

13
,0

96
 

12
,7

17
 

14
,4

50
 

14
,5

18
 

13
,8

22
 

13
,5

04
 

12
,6

65
 

12
,3

63
 

12
,6

24
 

13
,0

58
 

13
,4

29
 

13
,2

95
 

13
,3

95
 

13
,2

16
 

13
,1

38
 

13
,1

04
 

79
6 

50
4 

58
9 

28
8 

67
8 

76
7 

37
4 

11
5 

12
3 

12
8 

24
1 

87
 

▲
43

▲
38

7

21
,9

22
 

21
,1

59
 

20
,5

21
 

19
,7

58
 

19
,0

58
 

18
,8

14
 

18
,5

25
 

18
,1

42
 

17
,9

81
 

17
,6

84
 

17
,1

86
 

16
,2

74
 

15
,9

87
 

15
,4

01
 

▲
1,

00
0

4,
00

0

9,
00

0

14
,0

00

19
,0

00

24
,0

00

▲
1,

00
0

4,
00

0

9,
00

0

14
,0

00

19
,0

00

24
,0

00

20
07

年
度

20
08

年
度

20
09

年
度

20
10

年
度

20
11

年
度

20
12

年
度

20
13

年
度

20
14

年
度

20
15

年
度

20
16

年
度

20
17

年
度

20
18

年
度

20
19

年
度

20
20

年
度

営
業

収
益

（
億

円
）

営
業

費
用

（
億

円
）

営
業

利
益

（
億

円
）

郵
便

物
数

（
百

万
通

）

（
参

考
）
郵

便
事

業
の

収
支

見
込

み
（
郵

便
・
物

流
セ
グ
メ
ン
ト
の

う
ち
、
郵

便
事

業
に
係

る
も
の

に
限

る
）

・
郵

便
物

数
の

減
少

に
伴

い
、長

期
的

な
営

業
収

益
も

減
少

トレ
ン

ド。
・

20
16

年
の

料
金

割
引

見
直

しや
、2

01
7年

の
第

二
種

郵
便

物
の

料
金

改
定

に
よ

り、
一

時
的

に
営

業
収

益
は

増
とな

った
も

の
の

、郵
便

物
の

減
少

は
今

後
も

継
続

す
る

こと
、労

働
需

給
の

ひ
っ迫

に
伴

う人
件

費
単

価
の

上
昇

や
、厚

生
年

金
の

保
険

料
率

の
引

上
げ

等
各

種
制

度
的

負
担

増
加

に
よ

り、
営

業
費

用
の

増
加

が
見

込
ま

れ
る

。
・

日
本

郵
便

に
よ

れ
ば

20
17

年
度

で
24

1億
円

とな
って

い
る

郵
便

事
業

の
営

業
利

益
は

、2
01

9年
度

に
は

▲
40

億
円

程
度

の
赤

字
とな

り、
20

20
年

度
に

は
▲

40
0億

円
程

度
の

赤
字

(※
)に

拡
大

し、
以

後
毎

年
20

0億
円

程
度

の
ペ

ー
ス

で
悪

化
す

る
と想

定
して

い
る

とこ
ろ

。

単
位

：
億

円
単

位
：

10
0万

通
実
績

見
通
し

【郵
便

物
数

と郵
便

事
業

の
収

支
の

状
況

】

5.
22

3.
36

   
   

   
   

4.
09

   
   

   
   

 2
.0

9 
   

   
   

  5
.0

8 
   

   
   

  5
.8

4 
   

   
   

   
2.

88
   

   
   

 0
.8

7 
   

   
   

   
0.

91
   

   
  

0.
95

   
   

   
   

1.
77

   
   

   
   

0.
65

   
   

   
   
▲

0.
33

   
   

  ▲
3.

04
 

売
上
高

利
益
率
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（
参

考
）
郵

便
業

務
の

流
れ

Co
py

rig
ht

©
 JA

PA
N

 P
O

ST
 A

ll 
Ri

gh
ts

 R
es

er
ve

d.

集
配
拠
点
の
見
直
し

機
械
化
・
シ
ス
テ
ム
化

運
送
費
削
減

運
送
費
削
減

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
再
編

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
再
編

運
送
費
削
減

機
械
化
・
シ
ス
テ
ム
化

集
配
拠
点

の
見
直
し

業
務
の
見
え
る
化

に
よ
る
効
率
化

機
械
化
・
シ
ス
テ
ム
化

11

24



（
参
考
）
日
本

郵
便

に
お
け
る
合

理
化

の
取

り
組

み

機
械

化
・
シ
ス
テ
ム
化
、
各
種
業
務
の
見
直
し
等

運
送

費
、
そ
の

他
経
費

項
目

内
容

運
送

費
の

削
減

郵
便
物
と
荷
物

を
混

載
す
る
こ
と
で
効

率
的
な
運
送

を
行

う
と
と
も
に
、
輸
送

情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
荷
量
等
運
送
便
情
報
の

把
握
、
積
載
率

向
上

の
取
組

や
荷
量

に
応
じ
た
ト
ラ
ッ
ク
車

種
の
調

整
、
送

達
日
数
を
維
持
で
き
る
範
囲
で
の
航
空
便
か
ら
ト
ラ
ッ
ク

便
へ
の
切
替

に
取

り
組

む
等

、
運
送

便
の
効

率
化
を
実

施
。

そ
の

他
経

費
の

抑
制

・
新
規

業
者
の

参
入

奨
励

に
よ
る
競

争
入

札
の

勧
奨
・
強

化
、
本

社
契

約
へ
の

集
約
等
の
契
約
方
法
や
仕
様
書
等
の
見
直
し

・
節
電

の
徹
底

・
蛍

光
灯

の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

に
よ
る
消

費
電

力
の
抑

制
な
ど
各

種
使

用
量
の
抑
制

等

項
目

内
容

実
施
時
期

機
械
化

・
シ
ス
テ
ム
化

新
郵
便
番
号

制
の

実
施

19
97

年
度
～

区
分
機
の
増

備
-

区
分
機
の
性

能
向

上
-

転
居
処
理
シ
ス
テ
ム
化

20
08

年
度
～

業
務
の

見
え
る
化

に
よ
る
効
率
化

集
配
業
務
シ
ス
テ
ム
（

DO
SS
）
を
活

用
し
た
配

達
担
当

者
の
作

業
内
容

の
「
見
え
る
化
」
に
よ
る
集
配
業
務
の

生
産
性
向
上

20
13

年
度
～

間
接
業

務
の

見
直

し
24

時
間
受
付
の

機
械

自
動

音
声

に
よ
る
応

答
（

IV
R ）

、
ド
ラ
イ
バ

ー
コ
ー
ル

（
当
日
の
不
在
配
達
に
限
る
再

配
達
用
の
ド
ラ
イ
バ

ー
専

用
の

受
付

）
の
全

国
展
開

に
よ
る
業

務
の

効
率

化

IV
R

20
10

年
度
～

ド
ラ
イ
バ

ー
コ
ー
ル

20
11

年
度
～

要
員
配

置
の

見
直

し
郵
便
物
の
減

少
に
応

じ
た
各

郵
便
局

に
お
け
る
要

員
配

置
の

見
直
し

-

集
配
拠

点
の

見
直

し
集
配
拠
点
の

集
約

化
（

4,
69

6 箇
所

→
3,

64
8 箇

所
に

22
％

減
）

20
06

年
度

郵
便
・
物

流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
再
編

郵
便
物
や
ゆ
う
パ

ッ
ク
、
ゆ
う
メ
ー
ル

等
の

地
域
区

分
郵
便

局
（区

分
作
業

拠
点
）
を
集
約
し
、
機
械
処
理
率

を
高
め
る
こ
と
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全

体
の

生
産
性

を
大

幅
に
向

上
20

13
年
度
～
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（
参
考
）
情
報
通
信
審
議
会
に
お
け
る
郵
便
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て

少
子

高
齢

化
、
共

稼
ぎ
等

働
き
方

の
変
化

、
週

休
二

日
の

普
及

等
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ

ラ
ン
ス
の

機
運

の
高

ま
り
、

e
-
メ
ー
ル

・
e
-
コ
マ
ー
ス
等

の
ＩＣ

Ｔ
化

の
進
展

な
ど
、
郵

便
事

業
を
取

り
巻

く
社

会
・
経

済
環

境
の

変
化

の
中

で
郵

便
物

数
の

減
少

と
荷

物
の

増
加

が
続

い
て
い
る
。

こ
の

よ
う
な
動

き
を
踏

ま
え
て
、
郵

便
サ

ー
ビ
ス
利

用
者

ニ
ー
ズ
の

変
化

へ
の

対
応

と
適

切
で
安

定
的

な
サ

ー
ビ
ス
の

提
供

に
向

け
、
郵

便

サ
ー
ビ
ス
の

あ
り
方

に
つ
い
て
検

討
。

（
議

論
の
ポ
イ
ン
ト
）

・
社

会
環

境
の
変

化
を
踏

ま
え
た
日

本
郵

便
に
対

す
る
利

用
者

の
ニ
ー

ズ
の
変

化

・
利

用
者

ニ
ー

ズ
の
変

化
を
踏

ま
え
日

本
郵

便
が
重

点
を
置

く
べ

き
サ
ー

ビ
ス
や

取
組

・
限

ら
れ
た
経

営
資
源

の
中

、
日

本
郵

便
が
利

用
者

ニ
ー

ズ
の
変

化
に
対

応
し
て
郵

便
サ
ー

ビ
ス
を
安

定
的

に
提

供
す

る
た
め
の
取

組

・
働

き
方

改
革

の
進
展

を
踏

ま
え
た
日

本
郵

便
社

員
の
働

き
方

や
そ
れ
に
合

わ
せ

た
郵

便
サ
ー

ビ
ス
の
在

り
方

（
１
）
趣

旨
・
検

討
項

目

（
２
）
郵

便
サ

ー
ビ
ス
の

安
定

的
な
確

保
の

た
め
の

方
策

（
案

）

（
３
）
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

・
受

取
利

便
性

の
向

上
等

、
利

用
者

目
線
に
立

っ
た

サ
ー
ビ
ス
の

開
発

・
改

善
・
郵

便
需

要
の

拡
大

や
郵

便
文

化
の

振
興

・
業

務
運

営
の

効
率

化
、
情

報
化

、
自

動
化

等
の

推
進

・
業

務
の

見
直

し
等

を
通

じ
た
働

き
方

改
革

の
推

進

・
配

達
頻

度
の

見
直

し
（
土

曜
日

配
達

の
休

止
）

・
送

達
日

数
（
原

則
３
日
間

以
内

）
の

見
直

し
（
翌

日
配

達
の

廃
止

）
・
割

引
料

金
設

定
範

囲
（
郵

便
区

内
特

別
郵

便
物

）
の

拡
大

・
情
報

通
信

審
議
会

郵
政

政
策

部
会

（
郵

便
局

活
性

化
委

員
会

）
に
お
い
て
、
昨

年
の

８
月

3
0
日

か
ら
議

論
を
開

始
。
利

用
者

団
体

、
有

識
者

等
へ

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や

ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
等

を
通

じ
て
議

論
を
深

め
て
き
た
。
昨

年
1
1
月

に
委

員
会

で
日
本

郵
便

が
制

度
改

正
に
つ
い
て
要

望
を
表

明
。

・
こ
れ
ま
で
の

議
論

の
内

容
等

を
論

点
整

理
案

と
し
て
ま
と
め
、
郵

便
へ

の
ニ
ー
ズ
や

追
加

的
な
論
点

に
つ
い
て
３
月

９
日

か
ら
４
月

８
日

ま
で
意

見

公
募

を
実

施
。

・
寄
せ
ら
れ

た
意

見
や

情
報

も
踏

ま
え
、
今

後
意

見
集

約
に
向

け
た
議

論
を
進

め
て
い
く
。
答

申
時

期
は

未
定

。

制
度

的
な
対

応
（
日
本

郵
便

か
ら
の

要
望

）
日

本
郵

便
の

経
営
努

力
に
よ
る
対

応

以
下

の
両

面
か

ら
具

体
的

な
方

策
の

検
討
を
進

め
、
よ
り
利

用
者

の
ニ
ー
ズ
に
寄

り
添

っ
た
郵

便
サ

ー
ビ
ス
の

安
定

的
な
提

供
を
実

現
。

※
日

本
郵

便
は

、
要

望
の
背

景
に
は
労
働
環
境
改
善
の
必
要
性
と
郵
便
事
業
の

収
支

の
赤

字
化

（
毎

年
約

２
０
０
億
円
の
ペ
ー
ス
で
収
益
減
）
が
あ
る
と
説
明
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（
参

考
）

週
5日

配
達

実
施

に
よ

る
効

果
見

込
額

試
算

○
効

果
が

見
込

ま
れ

る
も

の
種
類

減
要
素

増
要
素

効
果
見
込
額

人
件

費
１

土
曜

日
配

達
に

必
要

な
人

員
に

係
る

人
件

費
（

下
記

図
①

）
２

土
曜

日
配

達
に

必
要

な
人

員
に

係
る

超
過

勤
務

手
当

（
下

記
図

①
）

・
土

曜
日

配
達

休
止

に
伴

い
増

加
す

る
月

曜
配

置
人

員
分

に
係

る
人

件
費

(下
記

図
②

）
約

53
0億

円

物
件

費
・

土
曜

日
配

達
に

要
す

る
二

輪
車

の
総

走
行

距
離

減
少

に
係

る
燃

料
費

（
下

記
図

①
）

・
土

曜
日

配
達

休
止

に
伴

い
増

加
す

る
月

曜
日

配
置

分
に

係
る

二
輪

車
の

総
走

行
距

離
の

増
加

分
に

係
る

燃
料

費
（

下
記

図
②

）
約

5億
円

計
約

53
5億

円

（
参

考
）

見
直

しイ
メー

ジ
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
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2
0

2
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2
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0
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4
5

6
7
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1
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1
2

1
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1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

0
1

2
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4
5

6
7

8
9

1
0

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
9

2
0
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配
達
休
止

配
達

配
達

配
達

日
等

火
～

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日

火
～

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日
月

曜
日

月
曜

日

配
達

配
達

配
達

現
行

日
曜

配
達

休
止

集
配
局

集
配
局

改
正

（
例
）

土
日

配
達

休
止

配
達

日
等

①

②

①

配
達

（
※
）

（
※
）

（
※

）

（
※

）
速

達
等

、ゆ
うパ

ック
は

配
達

■
現

行
の

週
6日

配
達

か
ら週

５
日

配
達

に
変

更
した

場
合

の
人

件
費

等
の

効
果

額
を

試
算

した
結

果
、約

53
5億

円
の

効
果

が
見

込
め

る
も

の
と想

定
。

■
効

果
見

込
額

に
つ

い
て

は
、郵

便
事

業
単

体
で

見
た

場
合

の
試

算
で

あ
り、

実
際

は
郵

便
事

業
の

労
働

力
を

荷
物

分
野

に
シ

フト
させ

る
こと

か
ら、

郵
便

・物
流

セ
グ

メン
ト全

体
で

見
れ

ば
、こ

の
金

額
が

す
べ

て
削

減
され

る
も

の
で

は
な

い
。

（
日
本
郵
便
作
成
資
料
）
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２
見
直
し
イ
メ
ー
ジ

(集
中

処
理

エ
リア

の
場

合
）

○
効

果
が

見
込

ま
れ

る
も

の

種
類

減
要
素

増
要
素

効
果
見
込
額

人
件

費
１

翌
日

配
達

に
必

要
な

夜
勤

・深
夜

勤
手

当
分

(下
記

図
①

の
部

分
）

２
深

夜
帯

か
ら昼

間
帯

へ
の

作
業

移
行

に
伴

い
、作

業
の

山
を

崩
す

こと
に

よ
る

平
準

化
効

果
に

よ
る

人
件

費
減

少
分

（
下

記
図

②
の

部
分

）
－

約
75

億
円

物
件

費
・

翌
日

配
達

の
た

め
に

必
要

な
運

送
費

分
（

下
記

図
③

の
部

分
）

－
約

15
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翌配地域 (2)

						現行翌配地域 ゲンコウ ヨク ハイ チイキ

						１　差立側、配達側ともに集中処理実施 サシタ ガワ ハイタツ ガワ シュウチュウ ショリ ジッシ



						　						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日 ヨクジツ																																																翌々日 ヨクヨクジツ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行

17時締切
翌日配達 ゲンコウ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ				地域区分局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		全国あて
仕分け ゼンコク シワ				 輸送 ユソウ										配達局ごとに仕分け
配達順路別に並べ替え ハイタツ キョク シワ ハイタツ ジュンロ ベツ ナラ カ								輸
送 ユ ソウ		　		　

																		　

										集配局 シュウハイ キョク				送付
作業 ソウフ サギョウ						1												 		 		　						
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ																										　





						改正

17時締切
翌日配達
↓
翌々日
配達 カイセイ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ ヨクヨクジツ ハイタツ				地域区分局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		全国あて
仕分け ゼンコク シワ				 輸送 ユソウ																		　				配達局ごとに仕分け
配達順路別に並べ替え ハイタツ キョク シワ ハイタツ ジュンロ ベツ ナラ カ																																				　		　		　				輸
送 ユ ソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				送付作業 ソウフ サギョウ																										　																																								 		 		　						配達
準備 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ



						２　差立側、配達側ともに未集中処理 サシタ ガワ ハイタツ ガワ ミ シュウチュウ ショリ





						送達日数  ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日 ヨクジツ																																																翌々日 ヨクヨクジツ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行 ゲンコウ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 		区分 クブン				
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						改正 カイセイ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ				　																										　		　		　										　		　		　						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 				　				区分 クブン																																				 		 		　						　		配達
準備 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						３　差立側は集中処理、配達側は未集中処理 サシタ ガワ シュウチュウ ショリ ハイタツ ガワ ミ シュウチュウ ショリ



						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日 ヨクジツ																																																翌々日 ヨクヨクジツ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行

17時締切
翌日配達 ゲンコウ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 		区分 クブン				
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						改正

17時締切
翌日配達
↓
翌々日
配達 カイセイ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ ヨクヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ				　																																								　		　		　						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ																		 		 		 				　				区分 クブン																																				 		 		　						　		配達
準備 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						４　差立側は未集中処理、配達側は集中処理 サシタ ガワ ミ シュウチュウ ショリ ハイタツ ガワ シュウチュウ ショリ





						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日 ヨクジツ																																																翌々日 ヨクヨクジツ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行 ゲンコウ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン								輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		　						
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ





						改正 カイセイ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ																		　				区分 クブン																																				　		　		　				輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1																				　																																								 		 		　						配達
準備 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ







&14&P	


（時刻）

（時刻）

（時刻）

（時刻）

輸送



翌配地域

						現行翌配地域 ゲンコウ ヨク ハイ チイキ

						１　差立側、配達側ともに集中処理実施 サシタ ガワ ハイタツ ガワ シュウチュウ ショリ ジッシ



						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日 ヨクジツ																																																翌々日 ヨクヨクジツ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行

17時締切
翌日配達 ゲンコウ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ										区分 クブン								輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		　						
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ





						改正

17時締切
翌日配達
↓
翌々日
配達 カイセイ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ ヨクヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ																		　				区分 クブン																																				　		　		　				輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ																										　																																								 		 		　						配達
準備 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ



						２　差立側、配達側ともに未集中処理 サシタ ガワ ハイタツ ガワ ミ シュウチュウ ショリ





						送達日数  ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日 ヨクジツ																																																翌々日 ヨクヨクジツ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行 ゲンコウ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 		区分 クブン				
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						改正 カイセイ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ				　																										　		　		　										　		　		　						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 				　				区分 クブン																																				 		 		　						　		配達
準備 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						３　差立側は集中処理、配達側は未集中処理 サシタ ガワ シュウチュウ ショリ ハイタツ ガワ ミ シュウチュウ ショリ



						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日 ヨクジツ																																																翌々日 ヨクヨクジツ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行

17時締切
翌日配達 ゲンコウ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 		区分 クブン				
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						改正

17時締切
翌日配達
↓
翌々日
配達 カイセイ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ ヨクヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ				　																																								　		　		　						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ																		 		 		 				　				区分 クブン																																				 		 		　						　		配達
準備 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						４　差立側は未集中処理、配達側は集中処理 サシタ ガワ ミ シュウチュウ ショリ ハイタツ ガワ シュウチュウ ショリ





						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日 ヨクジツ																																																翌々日 ヨクヨクジツ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行 ゲンコウ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン								輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		　						
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ





						改正 カイセイ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ																		　				区分 クブン																																				　		　		　				輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1																				　																																								 		 		　						配達
準備 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ







&14&P	


（時刻）

（時刻）

（時刻）

（時刻）



翌々配地域)

						現行翌配地域 ゲンコウ ヨク ハイ チイキ

						１　差立側、配達側ともに集中処理実施 サシタ ガワ ハイタツ ガワ シュウチュウ ショリ ジッシ



						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日～配達日前日 ヨクジツ ハイタツ ヒ ゼンジツ																																																配達日 ハイタツ ヒ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行

17時締切
翌日配達 ゲンコウ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ										区分 クブン								輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		　						
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ





						改正

17時締切
翌日配達
↓
翌々日
配達 カイセイ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ ヨクヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ																		　				区分 クブン																																				　		　		　				輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ																										　																																								 		 		　						配達
準備 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ



						２　差立側、配達側ともに未集中処理 サシタ ガワ ハイタツ ガワ ミ シュウチュウ ショリ





						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日～配達日前日 ヨクジツ ハイタツ ヒ ゼンジツ																																																配達日 ハイタツ ヒ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行 ゲンコウ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 		区分 クブン				
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						改正 カイセイ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ				　																										　		　		　										　		　		　						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 				　				区分 クブン																																				 		 		　						　		配達
準備 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						３　差立側は集中処理、配達側は未集中処理 サシタ ガワ シュウチュウ ショリ ハイタツ ガワ ミ シュウチュウ ショリ



						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日～配達日前日 ヨクジツ ハイタツ ヒ ゼンジツ																																																配達日 ハイタツ ヒ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行

17時締切
翌日配達 ゲンコウ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 		区分 クブン				
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						改正

17時締切
翌日配達
↓
翌々日
配達 カイセイ ジ シメキリ ヨクジツ ハイタツ ヨクヨクジツ ハイタツ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　		輸送 ユソウ		差立 サシタ				 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ				　																																								　		　		　						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ																		 		 		 				　				区分 クブン																																				 		 		　						　		配達
準備 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						４　差立側は未集中処理、配達側は集中処理 サシタ ガワ ミ シュウチュウ ショリ ハイタツ ガワ シュウチュウ ショリ





						送達日数 ソウタツ ニチ スウ						　		 引受当日 ヒ ウ トウジツ														翌日～配達日前日 ヨクジツ ハイタツ ヒ ゼンジツ																																																配達日 ハイタツ ヒ

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行 ゲンコウ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン								輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		　						
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ





						改正 カイセイ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ																		　				区分 クブン																																				　		　		　				輸送 ユソウ		　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1																				　																																								 		 		　						配達
準備 ハイタツ ジュンビ				配達 ハイタツ
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（時刻）

（時刻）

（時刻）

（時刻）

（時刻）



Sheet2





〇未集中

						到着側で作業平準化 トウチャク ガワ サギョウ ヘイジュンカ



						 						　		 														 																																																 

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						現行 ゲンコウ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 		区分 クブン				
配達
準備
 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ





						改正 カイセイ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				　				輸送 ユソウ		差立 サシタ		 輸送 ユソウ										区分 クブン				輸送 ユソウ				　																										　		　		　										　		　		　						　		　



										集配局 シュウハイ キョク				差立 サシタ						1												 		 		 				　				区分 クブン																																				 		 		　						　		配達
準備 ハイタツ ジュンビ		配達 ハイタツ
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（時刻）



外務（集中） (2)

								　



								配達日数  ハイタツ ニチ スウ						　		月～金曜日 ゲツ キンヨウビ																																																土曜日 ドヨウビ																																																日曜日 ニチヨウビ

														　		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23



								　

								現行

日曜
配達
休止　 ゲンコウ ニチヨウ ハイタツ キュウシ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				分配
１パス ブ ハイ						2パス						輸送 ユソウ				 																																分配
１パス ブ ハイ						2パス						輸送 ユソウ				 



												配達
局 ハイタツ キョク								 		 		 		 						通配 ツウ ハイ										通配 ツウ ハイ																										 		 		 		 						通配 ツウ ハイ										通配 ツウ ハイ







								改正
（例）
土日
配達
休止　 カイセイ レイ ドニチ ハイタツ キュウシ				地域
区分
局 チイキ クブン キョク				分配
１パス ブ ハイ						2パス						輸送 ユソウ				 																																　						　						輸送 ユソウ				分配・１パス
（昼間帯の手隙に処理） ブン ハイ ヒルマ タイ テスキ ショリ																																												　　				分配・１パス
（昼間帯の手隙に処理） ブン ハイ ヒルマ タイ テスキ ショリ



												配達
局 ハイタツ キョク								 		 		 		 						通配 ツウ ハイ										通配 ツウ ハイ																										 		 		 		 
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①着側平準化

②発側平準化



頭の整理（条件➡MAX平準化のみ） (2)

						普通通常の流れイメージ（工程別時間配分） フツウ ツウジョウ ナガ コウテイ ベツ ジカン ハイブン



						　						　		　														　																																																　

												　		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16



						　

						　								　				輸送 ユソウ		区分
作業 クブン サギョウ		　										　								輸送 ユソウ		配達
準備
 ハイタツ ジュンビ		　

																				1												　		　		　		　





						　								
				輸送 ユソウ		　		　										　														　																　																										輸送 ユソウ		配達
準備 ハイタツ ジュンビ		　

																				1																										　		　		　		　		　		　		　		　　		　		　		　		　
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①着側平準化

②発側平準化

（時刻）



5日配達

		週5日配達[現改イメージ] シュウ ヒ ハイタツ ゲンカイ



		【現在】 ゲンザイ

																																																																																								金 キン																																																土 ド																																																日 ニチ																																																月 ゲツ

																																																																																								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		内務 ナイム		地域
区分局 チイキ クブン キョク																																																																																																																				速達・ゆうパック ソクタツ																																																速達・ゆうパック ソクタツ																																																速達・ゆうパック ソクタツ																																																速達・ゆうパック ソクタツ

																																																																																								分配･1パス ブンパイ												通常 ツウ ジョウ																																				分配･1パス ブンパイ												通常 ツウ ジョウ																																																																																				分配･1パス ブンパイ												通常 ツウ ジョウ

																																																																																														2パス																																																2パス																																																																																																2パス

																																																																																																						下１(午前) シタ ゴゼン												下２(午後) シタ ゴゴ								下３(夕方・夜間) シタ ユウ ガタ ヤカン																												下１(午前) シタ ゴゼン												下２(午後) シタ ゴゴ								下３(夕方・夜間) シタ ユウ ガタ ヤカン																												下１(午前) シタ ゴゼン												下２(午後) シタ ゴゴ								下３(夕方・夜間) シタ ユウ ガタ ヤカン																												下１(午前) シタ ゴゼン												下２(午後) シタ ゴゴ								下３(夕方・夜間) シタ ユウ ガタ ヤカン

		外務 ガイム		配達局 ハイタツ キョク																																																																																										速達・ゆパ配達 ソクタツ ハイタツ																																																速達・ゆパ配達 ソクタツ ハイタツ																																																速達・ゆパ配達 ソクタツ ハイタツ																																																速達・ゆパ配達 ソクタツ ハイタツ

																																																																																														普通配達 フツウ ハイタツ										普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム				普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム																						普通配達 フツウ ハイタツ										普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム				普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム																																																																						普通配達 フツウ ハイタツ										普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム				普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム











		【改正】 カイセイ

																																																																																								金 キン																																																土 ド																																																日 ニチ																																																月 ゲツ

																																																																																								0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		内務 ナイム		地域
区分局 チイキ クブン キョク																																																																																																																				速達・ゆうパック ソクタツ																																																速達・ゆうパック ソクタツ																																																速達・ゆうパック ソクタツ																																																速達・ゆうパック ソクタツ

																																																																																								分配･1パス ブンパイ																																																																																																																																																分配･1パス ブンパイ

																																																																																														2パス								通常 ツウ ジョウ																																																																																																																																								2パス								通常 ツウ ジョウ

																																																																																																						下１(午前) シタ ゴゼン												下２(午後) シタ ゴゴ								下３(夕方・夜間) シタ ユウ ガタ ヤカン																												下１(午前) シタ ゴゼン												下２(午後) シタ ゴゴ								下３(夕方・夜間) シタ ユウ ガタ ヤカン																												下１(午前) シタ ゴゼン												下２(午後) シタ ゴゴ								下３(夕方・夜間) シタ ユウ ガタ ヤカン																												下１(午前) シタ ゴゼン												下２(午後) シタ ゴゴ								下３(夕方・夜間) シタ ユウ ガタ ヤカン

		外務 ガイム		配達局 ハイタツ キョク																																																																																										速達・ゆパ配達 ソクタツ ハイタツ																																																速達・ゆパ配達 ソクタツ ハイタツ																																																速達・ゆパ配達 ソクタツ ハイタツ																																																速達・ゆパ配達 ソクタツ ハイタツ

																																																																																														普通配達 フツウ ハイタツ										普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム				普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム																																																																																																																						普通配達 フツウ ハイタツ										普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム				普 ススム		普 ススム		普 ススム		普 ススム



分配・1パス(昼間帯の手隙に処理)

分配・1パス(昼間帯の手隙に処理)

休　　配

昼間帯シフト

深夜帯(土曜日)に行っていた分配・1・2パス作業を土曜日、日曜日の昼間帯の手隙にシフト

○　土曜日深夜帯に処理していた分配・1パスは、土曜日、日曜日の昼間帯(手隙)へシフト
○　土曜日深夜帯に処理していた2パスは、日曜日の深夜帯の処理と併せて実施
○　土曜休配に伴う速達、ゆうパック等の運送便に変更はない
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